
船員の最低賃金
令和４年５月８日現在

発 効 適用する
業種 適 用 す る 船 舶 金 額（月額）

年 月 日 地 域

鋼 船 職 員 ２５０，７５０円

次に掲げるものを除く 若 年 職 員 ２３４，３００円 令和４年
i平水区域の鋼船 全 国

i沿海区域の 100G/T 部 員 １９２，１５０円 ２月１９日
未満の鋼船

iはしけ 海上経歴３年未満の部員 １８２，８５０円

①平水区域の鋼船 職 員 ２５１，２００円
九州運輸局

②沿海区域の 100G/T 若 年 職 員 ２３４，７５０円 令和４年 管 内
未満の鋼船

は し け 長 ２５１，２００円 ５月８日 九 州 及 び
③鋼製はしけ 部 員 １９２，６００円 山口県の一部

海上経歴３年未満の部員 １８３，３００円④木 船

①近海区域以上の船舶 職 員 ２４７，３５０円 令和４年
海 事務部職員 １９３，２５０円 全 国
上 ②沿海区域の 100G/T

部 員 １８５，９００円
２月１９日

旅 以上の船舶
客
運 ①平水区域及び限定 職 員 ２４５，９００円 令和４年 九州運輸局
送 沿海区域の船舶 管 内
業 ②沿海区域の 100G/T ５月８日 九 州 及 び

未満の船舶 部 員 １７８，５５０円 山口県の一部

遠洋まぐろ漁業の用に １人歩船員 １９９，３００円 平成２６年
供する漁船 12月20日

漁 大型いか釣り漁業の用
平成２６年

全 国
に供する漁船 １人歩船員 ２０３，３００円

12月20日（200G/T以上）
沖合底びき網漁業の用 令和４年
に供する漁船

１人歩船員 １８７，０００円
５月８日

九州運輸局
管 内

業 大中型まき網漁業の用 １人歩船員 １９８，０００円 令和４年 九 州 及 び
に供する漁船 ５月８日 山口県の一部

○「若年職員」「海上経歴３年未満の部員」については、裏面をご確認ください。
○ 割増手当、欠員手当、ボーナス等は、最低賃金に算入されません。（裏面参照）

船員には、上記のとおり最低賃金が適用されます。
船舶所有者は、この最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

船員の最低賃金についてのお問い合わせは、九州運輸局海事振興部船員労政課
（TEL 092-472-3159）又は、最寄りの運輸支局、海事事務所へ。

九 州 運 輸 局
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